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一 

衆
議
院
議
員
石
井
郁
子
君
提
出
学
校
に
お
け
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
器
具
の
管
理
お
よ
び
処
理
対
策
に
関
す
る
質
問
に 

対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
五
条
に
お
い
て
、
学
校
の
設
置
者
が
そ
の
設
置
す
る
学
校
を
管
理

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
御
指
摘
の
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
（
以
下
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
」
と
い
う
。
）
が
使
用
さ
れ
た
器
具
（
以

下
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
器
具
」
と
い
う
。
）
の
学
校
の
施
設
及
び
設
備
に
お
け
る
使
用
及
び
保
管
の
状
況
に
関
す
る
調
査
は
、
当

該
学
校
の
施
設
及
び
設
備
の
管
理
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
当
該
学
校
の
設
置
者
が
行
う
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 

国
立
学
校
に
お
い
て
は
、
既
に
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
器
具
の
う
ち
、
蛍
光
灯
に
つ
い
て
そ
の
使
用
の
有
無
の
確
認
を
終
え
て
い 

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
一
部
の
公
私
立
学
校
の
設
置
者
に
お
い
て
も
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
器
具
の
使
用
の
有
無
に
つ
い
て
の
確
認
を

終
え
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
器
具
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
学
校
に
お
け
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
器
具
の
回
収
及
び
交
換
に
つ
い
て
は
、
学
校
の
設

置
者
自
ら
の
判
断
で
適
切
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 



 

二 

文
部
省
に
お
い
て
は
、
御
指
摘
の
事
故
発
生
以
前
か
ら
、
国
立
学
校
に
お
け
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
器
具
の
点
検
、
早
期
交
換
及 

び
そ
の
適
切
な
保
管
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
に
対
し
て
も
、
各
種
の
会
議
等
で
、
学
校 

に
お
け
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
器
具
の
点
検
、
早
期
交
換
及
び
そ
の
適
切
な
保
管
に
つ
い
て
、
助
言
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

今
後
と
も
、
類
似
の
事
故
が
生
じ
な
い
よ
う
、
引
き
続
き
、
都
道
府
県
教
育
委
員
会
等
に
対
し
、
必
要
な
助
言
を
行
っ
て 

ま
い
り
た
い
。 

三
に
つ
い
て 

学
校
に
お
い
て
廃
棄
物
と
な
っ
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
器
具
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十 

六
年
政
令
第
三
百
号
）
第
二
条
の
四
に
よ
り
、
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
と
さ
れ
、
学
校
の
設
置
者
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び 

清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
よ
り
、 

当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
が
運
搬
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十

六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
十
三
に
規
定
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
保
管
基
準 

（
以
下
「
保
管
基
準
」
と
い
う
。
）
に
従
い
、
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
保
管
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と 

こ
ろ
で
あ
る
。
御
指
摘
の
製
造
業
者
等
関
係
業
者
に
よ
る
保
管
を
原
則
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
事
業
活
動
に
伴
っ
て
生 



 

三 

じ
た
廃
棄
物
の
保
管
を
含
め
た
処
理
に
つ
い
て
当
該
廃
棄
物
を
排
出
す
る
事
業
者
の
責
任
に
お
い
て
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る 

と
す
る
法
の
基
本
的
考
え
方
に
変
更
を
加
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
法
改
正
は
慎
重
な
検
討
を
要 

す
る
も
の
と
考
え
る
。 

今
後
と
も
、
製
造
業
者
等
の
協
力
を
得
て
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
器
具
の
処
理
方
法
の
確
立
に
努
め
る
と
と
も
に
、
学
校
に
お
い 

て
廃
棄
物
と
な
っ
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
器
具
に
つ
い
て
は
、
学
校
の
設
置
者
が
保
管
基
準
に
従
い
適
切
に
保
管
す
る
よ
う
、
必
要 

な
助
言
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。 

四
に
つ
い
て 

廃
棄
物
と
な
っ
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
器
具
等
の
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
を
生
ず
る
事
業
場
を
設
置
し
て
い
る
事
業
者
は
、
法
第

十
二
条
の
二
第
四
項
に
よ
り
、
当
該
事
業
場
ご
と
に
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
業
務
を
適
切
に
行
わ
せ

る
た
め
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
を
置
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
当
該
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任

者
は
、
同
条
第
五
項
に
よ
り
、
規
則
第
八
条
の
十
七
に
規
定
す
る
資
格
を
有
す
る
者
と
さ
れ
て
い
る
。 

学
校
に
お
け
る
廃
棄
物
と
な
っ
た
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
器
具
の
保
管
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
法
令
に
基
づ
き
、
当
該
保
管
に
つ 

き
十
分
な
知
識
を
有
す
る
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
管
理
責
任
者
に
よ
り
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
て
お
り
、
新
た 



 

四 

に
御
指
摘
の
よ
う
な
専
門
家
に
よ
る
管
理
指
導
等
を
当
該
学
校
に
対
し
て
行
う
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。 

五
に
つ
い
て 

Ｐ
Ｃ
Ｂ
が
含
ま
れ
た
廃
棄
物
（
以
下
「
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
」
と
い
う
。
）
の
処
理
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
を
排
出
し
た
個
々
の 

事
業
者
の
責
任
で
行
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
製
造
業
者
の
責
任
と
負
担
に
よ
り
、
処
理
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
考
え

る
。 な

お
、
政
府
と
し
て
は
、
平
成
十
二
年
度
予
算
に
お
い
て
、
中
小
事
業
者
が
保
管
し
て
い
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
処
理
を
促 

進
す
る
た
め
、
安
全
か
つ
適
切
に
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
処
理
を
行
う
こ
と
の
で
き
る
優
良
事
業
者
を
選
定
し
、
当
該
優
良
事
業

者
の
Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
処
理
施
設
に
対
す
る
財
政
上
の
支
援
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
と
も
、
Ｐ

Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
の
無
害
化
処
理
の
実
現
に
向
け
て
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
。 

六
に
つ
い
て 

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
よ
う
に
、
学
校
の
施
設
及
び
設
備
に
お
け
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
器
具
の
有
無
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
学 

校
の
設
置
者
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
学
校
の
設
置
者
が
行
う
当
該
調
査
の
結
果
及
び
対
応
方
法
の
公
表
等

に
つ
い
て
も
、
当
該
学
校
の
設
置
者
に
よ
り
地
域
の
実
状
等
に
応
じ
て
適
切
に
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。 



 

五 

国
立
学
校
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
器
具
の
使
用
及
び
保
管
に
関
す
る
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
今
後
、
各
国
立
学
校 

に
通
知
す
る
と
と
も
に
、
当
該
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
、
当
該
学
校
に
お
け
る
Ｐ
Ｃ
Ｂ
使
用
器
具
の
適
切
な
使
用
及
び
保
管 

に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。 
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